
1 

公益財団法人高槻市文化スポーツ振興事業団  

職員採用試験募集要項 

 

令和８年１月  

公益財団法人高槻市文化スポーツ振興事業団  

 

公益財団法人高槻市文化スポーツ振興事業団では、令和８年度採用予定者の試験をこの

要項のとおり実施します。  

 

 公益財団法人高槻市文化スポーツ振興事業団（以下、「事業団」という。）は、高

槻市の文化芸術及びスポーツ活動の振興を図るため、多様な文化芸術にふれる機会

の提供、市民の文化芸術活動の支援、高槻城公園芸術文化劇場をはじめとする市内

文化施設の管理運営や、スポーツ活動を支援する事業などを行っています。 

文化芸術及びスポーツに関する事業について、私たちとともに企画・実施する意

欲溢れる人材を募集します。(経験の有無は問いません。) 

 

 

１ 募集する職員区分、採用予定人員及び受験資格 

職員  

区分  

採用予定  

人員  

受験資格  

（下表の条件を同時に満たす人）  

正職員  

(事務職 ) 

 

１名  

①  昭和６１年４月２日以降に生まれた人  

（令和８年４月１日時点で４０歳未満）  

※長期勤続によるキャリア形成を図るため  

②  学校教育法に定める高等学校以上の学校を卒業した人又

は令和８年３月３１日までに卒業する見込みのある人  

③  パソコン（ワード、エクセル等）操作による事務処理が可

能な人  

※次の方は応募できません。（事業団就業規則による）  

・拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることが

なくなるまでの者  

   ・地方公共団体等において懲戒免職又は解雇の処分を受け、当該処分の日から２年

を経過しない者  

 

２ 主な仕事の内容 

（１）施設提供業務（施設の貸館、公演チケットの販売等）  

※施設の範囲：高槻城公園芸術文化劇場、生涯学習センター、総合市民交流センター  

（２）文化振興事業業務（文化振興事業の企画や実施等）  
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（３）生涯学習事業業務（生涯学習事業の企画や実施等）  

（４）スポーツ振興業務（スポーツ活動の推進や活動支援等）  

（５）法人運営業務（総務、庶務、労務、経理業務等）  

 

３ 受験手続 

（１）申込用紙 

試験申込書・受験票は、高槻城公園芸術文化劇場ホームページ（「お知らせ」欄

の「正職員（事務職）の募集」参照）からダウンロードし、Ａ４用紙（白色）に

プリントアウト（片面印刷）して使用してください。  

https://www.takatsuki-bsj.jp/tat/ 

（２）申込方法 

受験申込は、郵送による方法のみに限ります。 

所定の試験申込書・受験票に必要事項を記入し、それぞれに同一の写真を貼り付

けの上、小論文と併せて提出してください。  

封筒の表に「試験申込書在中」と朱書きするとともに、その中には４６０円分の切

手を貼った返信用の定型封筒［２ ３ ．５ ｃ ｍ×１ ２ｃ ｍ （ 長 形 ３号 ） 以下］（郵便番号、宛

先を明記し、「簡易書留」と朱書きしてください。受験票の返送に使用します。）を

必ず同封してください。  

（３）申込期限 

令和８年２月１日（日）（必着） 

※締切り後に到着した場合は、受付いたしませんのでご注意ください。 

（４）申込先 

〒５６９ －００７７  高槻市野見町６番８号  

（公財)高槻市文化スポーツ振興事業団 総務グループ 

（５）その他 

受験票は、申込書受理後に受験番号等を記載して返送します。一次試験及び二次

試験の際には必ず持参してください。  

 

４ 試験日時・場所及び試験内容 

区分  概要  
一次試験  
（小論文及び

筆記試験）  

【小論文】  
 ・応募時に同封し提出（１，０００字以内）  

・テーマは小論文用紙に記載  
 
【筆記試験】  

日  程：令和８年２月７日（土）  
受付時間：午前９時３０分～９時４５分  
試験内容：事務能力検査等  
試  験：午前１０時００分～１１時３０分（予定）  
会  場：高槻城公園芸術文化劇場  

南館地下１階 中スタジオ１  
（高槻市野見町６番８号）  
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二次試験  
（一次試験  
合格者のみ）  

【個人面接】  
日  程：令和８年２月２２日（日）  
会  場：高槻城公園芸術文化劇場 南館  

（高槻市野見町６番８号）  
※時間等の詳細は、一次試験の合格通知書に記載し送付します。 

 

５ 合格発表及び採用時期 

（１）合格発表（二次試験）  

令和８年２月末  

・二次試験受験者全員に通知します。  

・内定者に辞退があった場合、繰上げ内定とする場合があります。  

（２）雇用時健康診断  

   合格者の方に別途ご説明します。  

（３）採用の時期  

    令和８年４月１日（予定）  

 

６ 勤務条件等 

（１）給料  

事業団の職員給与規程に基づき支給します。（予定）  

大学卒業後 経歴がない場合の例  月額２６２，１６０円（地域手当含む）  

大学卒業後 勤続年数５年の例   月額２８４，５３４円（地域手当含む）  

※前歴加算制度の算定対象最長は１０年、昇給、勤務成績による管理職への昇格

あり。  

（２）諸手当等  

扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、時間外・休日勤務手当、期末・勤勉

手当等をそれぞれの条件に応じて支給します。  

各種社会保険に加入します。  

（３）勤務日・勤務時間・休暇等  

勤務日は、日曜日～土曜日のうち指定する５日間（曜日は決まっていません）で

す。年末年始は休みです。  

勤務時間は、午前８時４５分から午後５時３０分まで（又は午前８時３０分から

午後５時１５分まで）です。ただし主催事業等で時差勤務（シフト勤務）の日があ

ります。  

 （４）勤務場所  

    ・高槻城公園芸術文化劇場（高槻市野見町６番８号）  

・高槻市立生涯学習センター（高槻市桃園町２番１号）  

・高槻市立総合市民交流センター（高槻市紺屋町１番２号）  



4 

・高槻市立総合スポーツセンター内事業団事務所（芝生町４丁目１番１号）  

※市外への出張や市内各所で業務を行う場合があります。  

※勤務場所は変更する場合があります。  

 

７ その他 

（１）提出書類等に不備のある場合には、返送することがあります。なお、このた

めに生じた諸費用や申込の遅延等については責任を負いかねますので、受験手

続には十分注意してください。 

（２）試験に関する提出書類は、一切お返しできません。なお、申込書に記載された情

報は、この採用試験の遂行のために用い、それ以外の目的には一切使用しません。 

（３）その他不明な点につきましては、下記までお問い合わせください。 

公益財団法人高槻市文化スポーツ振興事業団 総務グループ 山縣
やまがた

 

〒５６９ －００７７  高槻市野見町６番８号 

電話：０７２ －６７１－１ ０６３ 

※電 話 でのお問 合 せは平 日 の業 務 時 間 （ 午 前 ９ 時 ～ 午 後 ５ 時 １ ５ 分 ） にご連 絡 ください。 

E-mail：soumu◎takatsuki-bsj.jp（送信時は「◎」を半角「@」にしてください。）  

 

 

    

高槻城公園芸術文化劇場までのアクセス 


